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（単位：千円）

電話番号

メールアドレス

Ａ

Ｂ１ Ｂ２

交付対象経
費

国のR4予算
分（交付限
度額①、
②、③）

国のR4予算
分（交付限
度額④）

Ｂ３'
国のR4予算
分（交付限
度額⑤）

Ｂ３''
国のR4予算
分（交付限
度額⑥）

Ｂ４’
国のR4予算
分（交付限
度額⑦、

⑧）

Ｂ４’’
国のR4予算
分（交付限
度額⑨、

⑩）

国庫補助額

その他
（一般財源
や補助対象
外経費等）

合計  1,665,097  1,613,917  133,904  -  -  707,970  699,210  72,833  38,950 12,230 

低
所
得
者
世
帯
給
付
金
に
係
る
部
分

本
体
分

1 R4 単 ○ ○

電力・ガ
ス・食料品
等価格高騰
重点支援給
付金【低所
得者世帯給
付金】

－ ○ ○

④-Ⅳ．コロナ禍に
おいて物価高騰等
に直面する生活困
窮者等への支援

○

①エネルギー・
食料品価格等
の物価高騰に
伴う低所得世

帯支援

701,550 701,550 2,340 699,210 

①令和５年度住民税非課税世帯等を支援することで、コロナ
禍における電力・ガス・食料品等の価格高騰等に直面する世
帯の生活支援を行う。
　期せず、令和５年１月から申請期限までの家計が急変し、同
一の世帯に属する者全員が令和５年度分の市町村民税が非
課税である世帯と同様の事情にあると認められる世帯（同一
の世帯に属する者のうち、令和５年度分の市町村民税均等割
が課されているもの全員のそれぞれの１年間の収入見込額
（令和５年１月から申請期限までの任意の１か月の収入に１２
を乗じて得た額をいう。）又は１年間の所得見込額（当該収入
見込額から１年間の経費等の見込額を控除して得た額をい
う。）が、市町村民税均等割が非課税となる水準に相当する額
以下である世帯をいう。）を支援することで、コロナ禍における
電力・ガス・食料品等の価格高騰に直面する世帯の生活支援
を行う。
②低所得世帯への給付金
③住民税非課税世帯　給付金23,307世帯×30千円＝699,210

－ － ○ － R5.5 R5.10

【住民税非課税世帯等】対象者
への給付率90％
【家計急変世帯】対象者への給
付件数200件

対象者への通知、市公式HP、広
報等

https://www.city.kasu
kabe.lg.jp/shiseijoho/s
hisaku_keikaku/shiseiu
nei/21655.html

R5補正（地）

所
得
者
世
帯
給
付
金
に
係
る

事
務
費

2 R4 単 ○ ○

電力・ガ
ス・食料品
等価格高騰
重点支援給
付金【事務
費】

－ ○ ○

④-Ⅳ．コロナ禍に
おいて物価高騰等
に直面する生活困
窮者等への支援

○

①エネルギー・
食料品価格等
の物価高騰に
伴う低所得世

帯支援

74,187 74,187 1,354 72,833 

①令和５年度住民税非課税世帯等を支援することで、コロナ
禍における電力・ガス・食料品等の価格高騰等に直面する世
帯の生活支援を行う。
　期せず、令和５年１月から申請期限までの家計が急変し、同
一の世帯に属する者全員が令和５年度分の市町村民税が非
課税である世帯と同様の事情にあると認められる世帯（同一
の世帯に属する者のうち、令和５年度分の市町村民税均等割
が課されているもの全員のそれぞれの１年間の収入見込額
（令和５年１月から申請期限までの任意の１か月の収入に１２
を乗じて得た額をいう。）又は１年間の所得見込額（当該収入
見込額から１年間の経費等の見込額を控除して得た額をい

－ － ○ － R5.5 R5.10

【住民税非課税世帯等】対象者
への給付率90％
【家計急変世帯】対象者への給
付件数200件

対象者への通知、市公式HP、広
報等

https://www.city.kasu
kabe.lg.jp/shiseijoho/s
hisaku_keikaku/shiseiu
nei/21655.html

R5補正（地）
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低
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得
者
世
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以
外
に
係
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部
分

事
務
費

6

7
8
9

10 R4 単 ○ －
自治会活動
支援事業

－ ○ ○

④-Ⅳ．コロナ禍に
おいて物価高騰等
に直面する生活困
窮者等への支援

○

⑦中小企業等
に対するエネ
ルギー価格高
騰対策支援

22,221 22,221 22,221 

①コロナ禍において、エネルギー・食料品価格等の物価高騰
の影響を受ける各自治会に対して給付金を支給し、自治会活
動の活性化を図るもの。
②需用費　6千円、役務費　75千円、負担金、補助及び交付金
22,140千円
③自治会活動支援給付金
地区割額：198自治会×50,000円
世帯割額：61,199世帯（R5.3.1時点）×200円
④春日部市自治会連合会に加盟する198自治会及び61,199世
帯

－ － － － R5.6 R6.2 給付金交付率100％
市公式HPや広報紙のほか、当該
団体の会議において周知する。

https://www.city.kasu
kabe.lg.jp/shiseijoho/s
hisaku_keikaku/shiseiu
nei/21655.html

R5補正（地）

11 R4 単 ○ －

介護サービ
ス事業所等
物価高騰対
策支援事業

－ ○ ○

④-Ⅳ．コロナ禍に
おいて物価高騰等
に直面する生活困
窮者等への支援

○

⑤医療・介護・
保育施設、学
校施設、公衆
浴場等に対す
る物価高騰対

113,778 113,778 113,778 

①介護事業所の運営継続を支援するため、コロナ禍における
電気・ガス・食料品・燃料費等の高騰分について、施設設置者
へ支援を行う。
②助成金
③介護事業所364ケ所への助成金　113,778千円

－ － － － R5.7 R5.10 対象事業者への給付率100％ 市公式HP、広報

https://www.city.kasu
kabe.lg.jp/shiseijoho/s
hisaku_keikaku/shiseiu
nei/21655.html

R5補正（地）

12 R4 単 ○ －
高齢者生活
支援事業

－ ○ ○

④-Ⅳ．コロナ禍に
おいて物価高騰等
に直面する生活困
窮者等への支援

○

①エネルギー・
食料品価格等
の物価高騰に
伴う低所得世

帯支援

40,095 40,095 40,095 

①コロナ禍において原油価格・物価高騰等に直面する、低所
得の高齢者（７５歳以上）への生活を支援するため、給付金を
支給する。
②需用費（印刷製本費等）、役務費（郵便料、業務委託料
等）、助成金
③需用費　　885千円
　役務費　14,210千円
　助成金　25,000千円（1千円/1人）
④75歳以上かつ令和５年度住民税非課税である高齢者（約
25,000人）

－ － ○ － R5.7 R6.3 対象者への支給率100％
対象者への通知、市公式HP、広
報、安心安全メール等

https://www.city.kasu
kabe.lg.jp/shiseijoho/s
hisaku_keikaku/shiseiu
nei/21655.html

R5補正（地）
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点
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⑨を選択した場合、より効果がある

と考える理由
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援

交付対象事
業の名称

所
管

コロナ感染
症への対応
として必要

な事業

対象外
経費に
臨時交
付金を
充当し
ていな

い

種類

事業の概要(①②③④を必ずそれぞれの項目毎に明記)
①目的・効果
②交付金を充当する経費内容
③積算根拠（対象数、単価等）
④事業の対象（交付対象者、対象施設等）

検査促進枠
の地方負担
分に充当

特定事業者等
支援

個人を対象と
した給付金等

基金
事業
始期

事業
終期

成果目標（可能な限り定量的
指標を設定）

地域住民への周知方法（HP,広
報紙など）

参考資料

配分予定額計 1,338,993                                                                                          

移替先 総務省 交付限度額計 1,338,993                                                                                            

交付金の区分

Ｂ３ Ｂ４

備考①
（地方単独事業に関
連している国庫補助
事業がある場合、そ
の国庫補助事業名と

所管省庁名）

予算区分

地方単独事業費 72,833                                                                                                                             
配分予定額計

国のR4予備費分(重点交付金分)（交付限度額⑥）
535,379                                                                                            

小計　⑤＋⑥ 535,379                                                                                            

配分予定額計
国のR4予備費分(低所得世帯支援枠分)（交付限度額⑦、⑧）

699,210                                                                                            

配分予定額計
国のR4予備費分(低所得世帯支援枠分)（交付限度額⑨、⑩）

58,268                                                                                              

国のR4予備費分(低所得世帯支援枠分)（交付限度額⑦、⑧） 699,210                                                                                                                           
配分予定額計

国のR4補正予算分（通常分）（交付限度額①、②、③）
46,136                                                                                              

地方単独事業費 699,210                                                                                                                           
配分予定額計

国のR4予備費分(通常分)（交付限度額④）
-                                                                                                      

国のR4予備費分(低所得世帯支援枠分)（交付限度額⑨、⑩） 72,833                                                                                                                             
配分予定額計

国のR4予備費分(重点交付金分)（交付限度額⑤）
-                                                                                                      

地方単独事業費 707,970                                                                                                                           
今回配分予定額

国のR4予備費分(低所得世帯支援枠分)（交付限度額⑦、⑧）
141,618                                                                                            小計　交付限度額⑨＋⑩ 58,268                                                                                                

国庫補助事業費 -                                                                                                                                     
今回配分予定額

国のR4予備費分(低所得世帯支援枠分)（交付限度額⑨、⑩）
11,802                                                                                              

国庫補助事業費 -                                                                                                                                     
今回配分予定額

国のR4予備費分(重点交付金分)（交付限度額⑥）
-                                                                                                      

国のR4予備費分(低所得世帯支援枠分)
事務費　交付限度額⑨　　（令和5年5月通知分）

46,466                                                                                                

国のR4予備費分(重点交付金分)（交付限度額⑥） 707,970                                                                                                                           小計　⑤＋⑥ -                                                                                                      
国のR4予備費分(低所得世帯支援枠分)

事務費　交付限度額⑩　（令和5年○月○日通知分）
11,802                                                                                                

国のR4予備費分(重点交付金分)（交付限度額⑤） -                                                                                                                                     
今回配分予定額

国のR4予備費分(通常分)（交付限度額④）
-                                                                                                      

国のR4予備費分(低所得世帯支援枠分)
交付限度額⑧　（令和5年○月○日通知分）

141,618                                                                                              

地方単独事業費 -                                                                                                                                     
今回配分予定額

国のR4予備費分(重点交付金分)（交付限度額⑤）
-                                                                                                      小計　交付限度額⑦＋⑧ 699,210                                                                                              

担当者氏名 染谷　学 地方単独事業費 -                                                                                                                                     
既配分額

国のR4予備費分(低所得世帯支援枠分)（交付限度額⑨、⑩）
46,466                                                                                              

国のR4予備費分(重点交付金分)
交付限度額⑥　（令和5年3月29日通知分）

535,379                                                                                              

国庫補助事業費 -                                                                                                                                     
今回配分予定額

国のR4補正予算分（通常分）（交付限度額①、②、③）
20,936                                                                                              

国のR4予備費分(低所得世帯支援枠分)
交付限度額⑦　（令和5年5月通知分）

557,592                                                                                              

交付対象経費

国庫補助事業費 38,950                                                                                                                             小計　⑤＋⑥ 535,379                                                                                            
国のR4予備費分(通常分)

交付限度額④　（令和4年4月28日通知分の本省繰越分）
-                                                                                                        

担当部局課名 総合政策部政策企画課 国のR4予備費分(通常分)（交付限度額④） -                                                                                                                                     
既配分額

国のR4予備費分(低所得世帯支援枠分)（交付限度額⑦、⑧）
557,592                                                                                            

国のR4予備費分(重点交付金分)
交付限度額⑤　（令和4年9月20日通知分の本省繰越分）

-                                                                                                        

都道府県・市町村コード（５桁） 11214 国のR4補正予算分（通常分）（交付限度額①、②、③） 133,904                                                                                                                           
既配分額

国のR4予備費分(重点交付金分)（交付限度額⑤）
-                                                                                                      

国のR4補正予算分（通常分）
交付限度額③　（令和5年4月以降補助裏分）

19,850                                                                                                

地方単独事業費 94,954                                                                                                                             
既配分額

国のR4予備費分(重点交付金分)（交付限度額⑥）
535,379                                                                                            小計　交付限度額①＋②＋③ 46,136                                                                                                

★令和５年度　新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金実施計画

都道府県名 埼玉県 048-736-1118（直通）
既配分額

国のR4補正予算分（通常分）（交付限度額①、②、③）
25,200                                                                                              

国のR4補正予算分（通常分）
交付限度額①　（令和4年12月補助裏分の本省繰越分）

-                                                                                                        

地方公共団体名 春日部市 seisaku@city.kasukabe.jg.jp
既配分額

国のR4予備費分(通常分)（交付限度額④）
-                                                                                                      

国のR4補正予算分（通常分）
交付限度額②　（令和5年1月～3月補助裏分）

26,286                                                                                                

https://www.city.kasu
https://www.city.kasu
https://www.city.kasu
https://www.city.kasu
https://www.city.kasu
mailto:seisaku@city.kasukabe.jg.jp
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交付対象経
費

国のR4予算
分（交付限
度額①、
②、③）

国のR4予算
分（交付限
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分（交付限
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分（交付限
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国のR4予算
分（交付限
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その他
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外経費等）
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点
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付
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⑨を選択した場合、より効果がある

と考える理由
総事業費
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交付対象事
業の名称
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コロナ感染
症への対応
として必要

な事業

対象外
経費に
臨時交
付金を
充当し
ていな

い

種類

事業の概要(①②③④を必ずそれぞれの項目毎に明記)
①目的・効果
②交付金を充当する経費内容
③積算根拠（対象数、単価等）
④事業の対象（交付対象者、対象施設等）

検査促進枠
の地方負担
分に充当

特定事業者等
支援

個人を対象と
した給付金等

基金
事業
始期

事業
終期

成果目標（可能な限り定量的
指標を設定）

地域住民への周知方法（HP,広
報紙など）

参考資料

交付金の区分

Ｂ３ Ｂ４

備考①
（地方単独事業に関
連している国庫補助
事業がある場合、そ
の国庫補助事業名と

所管省庁名）

予算区分

13 R4 単 ○ －

障害福祉
サービス等
事業所物価
高騰対策支
援事業

－ ○ ○

④-Ⅳ．コロナ禍に
おいて物価高騰等
に直面する生活困
窮者等への支援

○

⑤医療・介護・
保育施設、学
校施設、公衆
浴場等に対す
る物価高騰対

策支援

10,290 10,290 10,290 

①コロナ禍における原油価格や物価の高騰に伴い、運営経費
の増加が見込まれる障害福祉サービス等事業所の負担を軽
減し、安定的かつ継続的なサービスの提供を支援するため、
高騰する光熱費等に対して補助する。
②助成金
③ア　障害者通所事業所　1事業所あたり60,000円×29事業
所＝1,740,000円
　　　　（食事提供加算あり）1事業所あたり120,000円×13事業
所＝1,560,000円
　イ　グループホーム　　　 1住居あたり60,000円×77住居＝
4,620,000円
　ウ　居宅介護・訪問介護事業所　1事業所あたり30,000円×
13事業所＝390,000円
　エ　障害児通所事業所　1事業所あたり30,000円×36事業所
＝1,080,000円
　　　　（食事提供加算あり）1事業所あたり90,000円×1事業所
＝90,000円
　オ　地域活動支援センター　1センターあたり60,000円×5セ
ンター＝300,000円
　カ　相談支援事業所　　 1事業所あたり30,000円×17事業所
＝510,000　　　　　　合計10,290,000円
④障害者通所事業所、グループホーム、居宅介護・訪問介護
事業所、障害児通所事業所、地域活動支援センター、相談支
援事業所

－ － － － R5.7 R6.3 給付率100％
市公式HP、広報で周知、対象事
業者にメールや郵便で通知を送
付

https://www.city.kasu
kabe.lg.jp/shiseijoho/s
hisaku_keikaku/shiseiu
nei/21655.html

R5補正（地）

14 R4 単 ○ －

省エネ家電
買い替え促
進による生
活者支援事
業

－ ○ ○

④-Ⅳ．コロナ禍に
おいて物価高騰等
に直面する生活困
窮者等への支援

○

④省エネ家電
等への買い換
え促進による
生活者支援

21,187 21,187 21,187 

①新型コロナウイルス感染症の拡大防止のための新しい生活
様式により、テレワークなど在宅時間が増え、かつ、コロナ禍
におけるエネルギー・食料品価格等の物価高騰が続いている
なかで、家庭におけるエネルギー費用負担を軽減するため、
省エネ性能の高いエアコン・冷蔵庫への買い替えによる生活
者支援を行い、併せて、省エネ促進による、市域の温室効果
ガス排出量削減に資するものです。
②補助金、報酬（人件費）、役務費（郵便料）
③補助金:
(1)市内量販店から購入の限度額　20千円×800件＝16,000千
円
(2)市内に本店を有する法人又は市内個人事業者から購入の
限度額　40千円×100件＝4,000千円　　計 20,000千円
報酬：事務人件費　1,028円/ｈ×6ｈ×90日×2人≒1,111千円
役務費：郵便料　900件×84円≒76千円
④補助対象者：春日部市に住所を有する者
補助対象機器：市内の店舗で買い替えにより購入する省エネ
エアコン・冷蔵庫（1世帯各1台まで）
　※エアコン：統一省エネルギーラベル 2027　3つ星以上のも

－ － ○ － R5.8 R6.2 補助金交付率100％
市公式HP、広報、市窓口、市内
電気店、家電量販店等でのチラ
シ配布

https://www.city.kasu
kabe.lg.jp/shiseijoho/s
hisaku_keikaku/shiseiu
nei/21655.html

R5補正（地）

15 R4 単 ○ －
がんばる商
店街応援事
業

－ ○ ○

④-Ⅳ．コロナ禍に
おいて物価高騰等
に直面する生活困
窮者等への支援

○

⑦中小企業等
に対するエネ
ルギー価格高
騰対策支援

51,600 51,600 51,600 

①コロナ禍におけるエネルギー・食料品価格等の物価高騰に
よる支出が増加し、厳しい状況下にある市内商店街の活性化
や事業継続の支援を目的に応援金を給付する。
②給付金、給付に係る事務費
③応援給付金分：51,100千円（商店会分：33商店会×200千円
＝6,600千円、会員分：890会員×50千円＝44,500千円）
事務費：500千円（消耗品：83千円、郵便料：417千円）
④33商店会（商店会が集まり組織される連合会や街路灯の維
持管理のみなどの実質的に商店会活動を行っていない商店
会及び会員が複数いない（２社未満）商店会を除く）、及び当
該商店会の会員890

－ － － － R5.7 R6.3 支援策満足度70％ 市公式HP、広報

https://www.city.kasu
kabe.lg.jp/shiseijoho/s
hisaku_keikaku/shiseiu
nei/21655.html

R5補正（地）

16 R4 単 ○ －
あかるい商
店街応援事
業

－ ○ ○

④-Ⅳ．コロナ禍に
おいて物価高騰等
に直面する生活困
窮者等への支援

○

⑦中小企業等
に対するエネ
ルギー価格高
騰対策支援

2,835 2,835 2,835 

①コロナ禍におけるエネルギー・食料品価格等の物価高騰に
よる支出が増加し、厳しい状況下にある市内商店街の活性化
や事業継続の支援を目的に応援金を給付する。
②給付金
③電気料高騰分：2,835千円（令和4年度実績分：334千円、令
和5年度高騰分：41商店会×61千円＝2,501千円）
④電気料高騰分：41商店会（商店街振興事業費補助金「商店
街街路灯電気料」の申請がある商店会）

－ － － － R5.7 R6.3 支援策満足度70％ 市公式HP、広報

https://www.city.kasu
kabe.lg.jp/shiseijoho/s
hisaku_keikaku/shiseiu
nei/21655.html

R5補正（地）

17 R4 単 ○ －
がんばる農
業経営者支
援事業

－ ○ ○

④-Ⅳ．コロナ禍に
おいて物価高騰等
に直面する生活困
窮者等への支援

○
⑥農林水産業
における物価
高騰対策支援

67,437 67,437 67,437 

①コロナ禍における農業生産に関わる物価高騰の影響を受
けた農業経営者を支援するため、農業収入に応じた必要経費
の物価上昇分の一部を給付金として支給することで経営の安
定及び生産意欲の向上を図るもの。
②給付金、事務費、人件費
③基準額は、農業収入区分の額の平均値を設定。給付率
は、農業物価指数(令和５年１月/農林水産省ＨＰ）における令
和２年基準の農業生産資材価格指数122.0を参考とし、上昇
率22％に1/5を乗じた4％（4.4％≒4％）を設定。基準額に給付
率4％を乗じた額を給付単価とした。
収入区分：500千円以上2,000千円未満（283件）  基準額 1,250
千円×給付率4％＝給付単価 50千円×283件＝14,150千円
収入区分：2,000千円以上5,000千円未満（67件） 基準額 3,500
千円× 給付率4％＝給付単価140千円×67件＝9,380千円
収入区分：5,000千円以上10,000千円未満（49件）基準額 7,500
千円× 給付率4％＝給付単価300千円×49件＝14,700千円
収入区分：10,000千円以上（51件）                  基準額 10,000
千円×給付率4％＝給付単価400千円×51件＝20,400千円
法人等(20件)　※収入区分10,000千円以上として、計上
給付単価400千円×20件＝8,000千円
事務費等(人件費・郵送料・消耗品)
＝　807千円
④令和4年分の農業収入の申告を行っており、収入額50万円
以上の農業経営者

－ － － － R5.8 R5.11 対象者への支給率100％

市公式HP、広報、農業関係団体
と連携したチラシの配布、農業関
係機関紙への掲載、各種会議等
での周知、窓口でのチラシ配架

https://www.city.kasu
kabe.lg.jp/shiseijoho/s
hisaku_keikaku/shiseiu
nei/21655.html

R5補正（地）

18 R4 単 ○ －
学校給食費
支援事業

－ ○ ○

④-Ⅳ．コロナ禍に
おいて物価高騰等
に直面する生活困
窮者等への支援

○

②エネルギー・
食料品価格等
の物価高騰に
伴う子育て世

帯支援

192,797 192,797 192,797 

①コロナ禍の影響により食材料費等の価格が高騰する中、学
校給食の食材や献立を変更せずに、栄養バランスの取れた
質の高い給食を安定的に提供し、かつ、高騰分を給食費にあ
てることなく市が負担するとともに小中学生の保護者の給食費
負担を軽減することで、子育て世帯への支援を図る。
②給食費の物価高騰分、小・中学校等生徒の給食費の減免
に係る費用、事務費（需用費）
③１）給食費の物価高騰分
　高騰分日額30円×喫食数121日（9～3月の喫食数）×児童
生徒数15,028人≒54,552千円
２）小・中学校生徒の給食費の減免に係る費用
　春日部地域小学生　7,968人×4,400円×2ヵ月≒70,119千円
春日部地域中学生　4,299人×5,100円×2ヵ月≒43,850千円
庄和地域小学生　1,781人×4,100円×2ヵ月≒14,604千円　庄
和地域中学生　980人×4,800円×2ヵ月≒9,408千円　合計
137,981千円
※人数は不食者数（不登校や宗教上の理由等で給食を食べ
ない者）を除く（R5.4現在）
３）需用費（印刷製本費）15円×16,000枚×1.1≒264千円
④春日部市立小学校、中学校及び義務教育学校に通い、学
校給食を喫食している児童生徒

－ － － － R5.9 R6.3 対象者の満足度100％
市公式HP、広報、全保護者にチ
ラシ配布

https://www.city.kasu
kabe.lg.jp/shiseijoho/s
hisaku_keikaku/shiseiu
nei/21655.html

R5補正（地）

19 R4 単 ○ －
貸切観光バ
ス事業者特
別支援事業

－ ○ ○

④-Ⅳ．コロナ禍に
おいて物価高騰等
に直面する生活困
窮者等への支援

○

⑧地域公共交
通や地域観光
業等に対する

支援

17,600 17,600 17,600 

①コロナ禍において、物価高騰及び原油価格高騰等の影響を
受けている市内観光バス事業者に対し、事業の継続に向けた
支援を図る。
②観光バス事業者の車両維持にかかる経費
③市内観光バス事業者のバス保有台数×車両維持にかかる
経費
　大型バス：12台×50万円＝600万円
　中型バス：11台×40万円＝440万円
　小型バス：24台×30万円＝720万円　　合計1,760万円
④道路運送法（昭和26年法律第183号）第3条第1号ロに規定
する一般貸切旅客自動車運送事業を行う市内に主たる事業

－ － － － R5.10 R6.2 対象事業者への給付率100％ 市公式HP HP等作成中 R5補正（地）

20 R4 単 ○ －

春日部市保
育所等物価
高騰対策支
援事業

－ ○ ○
⑤-Ⅳ-１．ウィズコロ
ナ下での感染症対

応の強化
○

⑤医療・介護・
保育施設、学
校施設、公衆
浴場等に対す
る物価高騰対

策支援

12,232 6,117 6,117 6,115 

①コロナ禍における原油高などによる運営費の増加負担に対
する激変緩和措置として、物価上昇相当分を補助することで、
市以外が運営する保育所等の運営の安定化に寄与する。
②光熱費として電力（高圧に限る）、ガス及び食材料費
③単価積算は県の基準による
　高圧電力：1人当たりの電気代20,000円/年×物価上昇率
24.1%×半年分6/12＝2,500円　（1,316人分　3,290,000円）
　都市ガス：1人当たりのガス代3,300円/年×物価上昇率28.8%
×半年分6/12＝470円　（2,007人分　943,290円）
　LPガス：1人当たりのガス代3,300円/年×物価上昇率8.5%×
半年分6/12＝140円　（1,703人分　238,420円）
　食材料費：1人当たりの副食代4,500円/年×物価上昇率7.8%
×半年分6（月）＝2,000円　（3,880人分　7,760,000円）
≒合計1,232,000円
④58施設　3,880人
　保育所：20施設/1,748人、認定こども園：7施設/1,463人、地
域型保育施設：11施設/179人
　認可外保育施設：19施設/415人、幼稚園：1施設/75人

－ － － － R5.4 R6.3 全対象施設への交付（58施設） HP等作成中 HP等作成中 R5補正（地）

21 R4 補 － －
学校保健特
別対策事業
費補助金

文部科学省 ○ － ○
⑤-Ⅳ-１．ウィズコロ
ナ下での感染症対

応の強化
○ － 50,400 25,200 25,200 25,200 

（感染症流行下における学校教育活動体制整備事業）
①新型コロナウイルス感染者が発生した学校において、感染
の拡大を抑制し学校教育活動を継続するための体制を確保
するため、児童生徒・教職員等の感染者等の発生に伴い、追
加的に必要となる消耗品を購入する。また、各学校において、
児童生徒の活動を制限せず教育活動を継続する体制を確保
するため、教室等における効果的な換気の実施に必要となる
CO2 モニター等の換気対策物品を整備する。
②消耗品費、備品購入費
③消耗品費：25,200千円（新型コロナウイルス感染による学級
閉鎖等発生時に都度執行）（アルコール消毒液、ペーパータオ
ル、使い捨てビニール手袋等）
備品購入費：25,200千円（CO2モニター　22校246台、サーキュ
レーター　21校294台、空気清浄機　24校43台）
④市内小・中・義務教育学校全34校
（小学校22校、中学校11校、義務教育学校1校）

－ － － － R5.4 R6.3
補助金を活用し、感染症対策を
実施した学校数（34校）

市公式HP、落札者SNS HP等作成中 R4補正（国）

22 R4 単 ○ －

電力・ガス・
食料品等価
格高騰重点
支援給付金
（家計急変
世帯）給付
事業（追加
分）

－ ○ ○

④-Ⅳ．コロナ禍に
おいて物価高騰等
に直面する生活困
窮者等への支援

○

①エネルギー・
食料品価格等
の物価高騰に
伴う低所得世

帯支援

8,158 8,158 8,158 

①コロナ禍における電力・ガス・食料品等の価格高騰による負
担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯（家計
急変世帯）に対して、１世帯７万円を支給する。
②制度的補助金、業務委託料、通信運搬費、手数料、消耗品
費、印刷製本費
③制度的補助金7,000千円（100世帯×7万円）、業務委託料
1,000千円、通信運搬費70千円、手数料40千円、消耗品費30
千円、印刷製本費18千円
④令和５年１月以降家計を急変し、令和５年度住民税均等割
が非課税である世帯と同様の事情であると認められる世帯
（家計急変世帯）

－ － ○ － R5.7 R6.3 申請世帯数100世帯 市HP、広報、SNS HP等作成中 R5補正（地）

https://www.city.kasu
https://www.city.kasu
https://www.city.kasu
https://www.city.kasu
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https://www.city.kasu
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Ｂ１ Ｂ２

交付対象経
費

国のR4予算
分（交付限
度額①、
②、③）

国のR4予算
分（交付限
度額④）

Ｂ３'
国のR4予算
分（交付限
度額⑤）

Ｂ３''
国のR4予算
分（交付限
度額⑥）

Ｂ４’
国のR4予算
分（交付限
度額⑦、

⑧）

Ｂ４’’
国のR4予算
分（交付限
度額⑨、

⑩）

国庫補助額

その他
（一般財源
や補助対象
外経費等）

低所得世
帯支援枠
を活用す
る事業

通
常
交
付
金

重
点
交
付
金

経済対策との関係
⑨を選択した場合、より効果がある

と考える理由
総事業費

Ｂ Ｃ Ｄ

Ｎｏ

国
の
予
算
年
度

補
助
・
単
独

コロナ禍
において
原油価

格・物価
高騰等に
直面する
生活者や
事業者に
対する支

援

交付対象事
業の名称

所
管

コロナ感染
症への対応
として必要

な事業

対象外
経費に
臨時交
付金を
充当し
ていな

い

種類

事業の概要(①②③④を必ずそれぞれの項目毎に明記)
①目的・効果
②交付金を充当する経費内容
③積算根拠（対象数、単価等）
④事業の対象（交付対象者、対象施設等）

検査促進枠
の地方負担
分に充当

特定事業者等
支援

個人を対象と
した給付金等

基金
事業
始期

事業
終期

成果目標（可能な限り定量的
指標を設定）

地域住民への周知方法（HP,広
報紙など）

参考資料

交付金の区分

Ｂ３ Ｂ４

備考①
（地方単独事業に関
連している国庫補助
事業がある場合、そ
の国庫補助事業名と

所管省庁名）

予算区分

23 R4 単 ○ －

保育所等物
価高騰対策
支援事業
（追加分）

－ ○ ○

④-Ⅳ．コロナ禍に
おいて物価高騰等
に直面する生活困
窮者等への支援

○

⑤医療・介護・
保育施設、学
校施設、公衆
浴場等に対す
る物価高騰対

策支援

12,232 6,117 6,117 6,115 

①コロナ禍における原油高などによる運営費の増加負担に対
する激変緩和措置として、物価上昇相当分を補助することで、
市以外が運営する保育所等の運営の安定化に寄与する。
②光熱費として電力（高圧に限る）、ガス及び食材料費
③単価積算は県の基準による
　高圧電力：1人当たりの電気代20,000円/年×物価上昇率
24.1%×半年分6/12＝2,500円　（1,316人分　3,290,000円）
　都市ガス：1人当たりのガス代3,300円/年×物価上昇率28.8%
×半年分6/12＝470円　（2,007人分　943,290円）
　LPガス：1人当たりのガス代3,300円/年×物価上昇率8.5%×
半年分6/12＝140円　（1,703人分　238,420円）
　食材料費：1人当たりの副食代4,500円/年×物価上昇率7.8%
×半年分6（月）＝2,000円　（3,880人分　7,760,000円）
≒合計1,232,000円
④58施設　3,880人
　保育所：20施設/1,748人、認定こども園：7施設/1,463人、地
域型保育施設：11施設/179人
　認可外保育施設：19施設/415人、幼稚園：1施設/75人

－ － － － R5.10 R6.3 全対象施設への交付（58施設） HP等作成中 HP等作成中 R5補正（地）

24 R4 単 ○ －

緊急経済対
策住宅リ
フォーム助
成事業

－ ○ ○

④-Ⅳ．コロナ禍に
おいて物価高騰等
に直面する生活困
窮者等への支援

○

⑨推奨事業メ
ニューよりも更
に効果がある
と考える支援

本市において需要の高い住宅リフォー
ム（本件類似事業にて、本年度予算満
額執行済）に関して、物価高騰の影響
を受けている生活者のリフォーム費用
を支援することで、間接的に、同様に
物価高騰の影響を受けたリフォーム事
業者の需要喚起を促進し、事業継続
の支援及び市内経済の活動の活性化
を図ることができるため。

5,007 5,007 5,007 

①アフターコロナにおいて、エネルギー・食料品価格等の物価
高騰の影響を受けている市民に対し、経済的に支援すること
を目的として、個人住宅のリフォームに対する助成することに
より市内経済の活性化を図るもの。
②助成金、事務費
③緊急経済対策住宅リフォーム助成金　5,000千円（100千円
×50件）、郵便料　7千円
④市内の住居をリフォームする市民

－ － ○ － R6.2 R6.3 申請件数50件 HP等作成中 HP等作成中 R5補正（地）

25 R4 単 ○ －
学校給食費
支援事業
（追加分）

－ ○ ○

④-Ⅳ．コロナ禍に
おいて物価高騰等
に直面する生活困
窮者等への支援

○

②エネルギー・
食料品価格等
の物価高騰に
伴う子育て世

帯支援

57,223 57,223 57,223 

①コロナ禍の影響により食材料費等の価格が高騰する中、小
中学生の保護者の給食費負担を軽減することで、子育て世帯
への支援を図る
②小・中学校等生徒の給食費の減免に係る費用
③春日部地域小学生4,400円×6,451人＝28,384,400円、春日
部地域中学生5,100円×3,666人＝18,696,600円、庄和地域小
学生4,100円×1,462人＝5,994,200円、庄和地域中学生4,800
円×864人＝4,147,200円　合計57,723千円
④春日部市立小学校、中学校及び義務教育学校に通い、学
校給食を喫食している児童生徒

－ － － － R6.3 R6.3 対象者の満足度100％ HP等作成中 HP等作成中 R5補正（地）

26 R4 単 － －
小・中学校
情報教育推
進事業

○ － ○
⑤-Ⅳ-１．ウィズコロ
ナ下での感染症対

応の強化
○ － 94,954 94,954 94,954 

①新型コロナウイルス感染症拡大防止のための家庭学習に
も対応できるように、GIGAスクール事業で整備した１人１台の
タブレット端末を活用する際に必要となる学習用ドリルソフトを
導入するもの。
②学習支援ソフト使用料
③小学校（義務教育学校前期課程含む）
　　4,660,577円（月額） × 1.1 × 12か月 ＝ 61,519,608円
　中学校（義務教育学校後期課程含む）
　　2,532,923円（月額） × 1.1 × 12か月 ＋ 12（調整） ＝
33,434,592円
④事業の対象（交付対象者、対象施設等）
　小学校22校、中学校11校及び義務教育学校1校に在籍する
児童生徒

－ － － － R5.4 R6.3
全校導入（小学校22校、中学校
11校及び義務教育学校1校）

HP等作成中 HP等作成中 R5当初（地）

27 R4 単 ○ －

福祉タク
シー・自動
車燃料費助
成事業

－ ○ ○

④-Ⅳ．コロナ禍に
おいて物価高騰等
に直面する生活困
窮者等への支援

○
③消費下支え
等を通じた生

活者支援
81,814 81,814 81,814 

①コロナ禍におけるエネルギー・食料品価格等の物価高騰の
影響を受けた重度心身障がい児・者及び精神障が児者がタク
シーを利用する場合のタクシー初乗運賃又は自家用車を利用
する場合のガソリン代の一部を助成する。
②委需要費（印刷製本費）、役務費（手数料）、委託料（業務委
託料）、扶助費（障害福祉扶助費）
③印刷製本費
　　福祉タクシー利用券＠115円×3,100冊×1.1＝392,150円
　　自動車燃料費助成券＠101円3,400冊×1.1＝377,740円
　　封筒長３　＠9円×6,000枚×1.1＝59,400円
　タクシー利用料金事務手数料
　　＠100×2,800人×30枚×73.2%＝6,148,800円
　福祉タクシー券・自動車燃料券封入委託料
　　20人×5日×日給500円×1.1＝55,000
　福祉タクシー利用料金扶助費
　　＠500円×2,800人×30枚×73.2%＝30,744,000円
　自動車燃料費扶助費
　　＠1,500円×3,100人×10枚×94.7%＝44,035,500円
　計81,814,000円
④身体障害者手帳1～3級の手帳所持者　　4,803人
　療育手帳〇Ａ～Ｂの手帳所持者　　1,312人
　精神障害者保険福祉手帳1級の所持者　　 244人

－ － － － R5.4 R6.3 対象者への交付率100％ HP等作成中 HP等作成中 R5当初（地）

28 R4 補 － －
保育対策事
業費補助金

厚生労働省 ○ － ○
⑤-Ⅳ-１．ウィズコロ
ナ下での感染症対

応の強化
○ － 27,500 13,750 13,750 13,750 

（保育環境改善等事業(新型コロナウイルス感染症対策支援
事業)）
①保育所等において、感染症に対する強い体制を整え、感染
症対策を徹底しつつ、事業を継続的に提供していくため、職員
が感染症対策の徹底を図りながら保育を継続的に実施してい
くために必要な経費のほか、保育所等が配布する子ども用マ
スク、消毒液等の一括購入等や保育所等の消毒に必要となる
経費を補助する。
②負担金、補助及び交付金、需用費、備品購入費
③積算
・対象施設：公立保育所7か所、公立指定管理保育所4か所、
私立保育所20か所、幼保連携型認定こども園4か所、地域型
保育事業所11か所、認可外保育施設22か所（保育課）、児童
厚生施設3か所（こども育成課）
・補助基準額：1施設あたり、①定員19人以下：30万円以内、
②定員20人以上59人以下：40万円以内、③定員60人以上：50
万円以内、④児童厚生施設・認可外の居宅訪問型保育事業：
30万円以内

－ － － － R5.4 R6.3 該当する全施設へ給付（100％） 市公式HPで周知
本件臨時交付金に関
する市公式HPにて公
開予定

R4補正（国）


